
第２回鹿児島市タクシー特定地域協議会 議事概要 

 

平成 22 年 2 月 5 日（金） 

10：00～11：30  

鹿児島県タクシー会館  

 

１．開会 

  

２．会長挨拶 

 

３．議  事 

 

  西村会長 

まず、はじめに事務局から議事（1）の「本協議会の目的について」

説明願いたい。 

 
事務局 

 別添（資料２・３・４・５）により 

○ 本協議会の目的について 

○ 鹿児島県のタクシー事業の状況 

○ 適正と考えられる車両数の算定 

○ 特定地域における休車制度について 

概略を説明。 

 

西村会長 

とくに意見もないようなので、それでは、本日のメインテーマであ

る、議事２の「鹿児島市タクシー特定地域協議会 地域計画（案）」

の審議に入りたいと思うが、その前に、資料６の「特定地域における

一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

地域計画」について、事務局から説明を願いたい。 

   

 事務局  

   別添資料６により概要を説明。 

 

西村会長 

それでは、「地域計画（案）」の審議に入ることとするが、「地域

計画（案）」は、「タクシー事業の適正化・活性化の推進に関する基

本的な方針」、「地域計画の目標」、「地域計画の目標を達成するた

めに行う特定事業その他の事業及びその実施主体に関する事項」から

構成されているので、「基本的な方針」、「地域計画の目標」、「実

施主体に関する事項」の三つに分けて、ご審議いただきたい。 

 



   

事務局 

   資料９の「１．タクシー事業の適正化・活性化の推進に関する基本

的な方針」について説明。 

  

羽仁委員 

   只今、鹿児島市のタクシー事業の現況について、説明があったが、

自動車運転代行業と自家用有償運送の増加もタクシー需要減少の一因

と思われるので、追加していただきたい。 

 

西村会長 

ただいま、提案のあった、運転代行及び自家用有償運送の件につい

ては、計画案を修正し、次回の協議会でご検討いただくと言うことで、

ご理解いただきたい。 

 

瀬戸山委員 

   運転者の労働条件の低下・高齢化が、進行している中、現在、労働

者の改善基準が守られていないのが現状である。 

  タクシーは、賃金体系が完全歩合制に近く、経営者は、最低賃金につ

いての認識が薄い。 

   現在は、運転者が正規に働いても最低賃金に触れているのが現状で

ある。 

   また、現況は、労働時間が、他産業と比べると長いので、勤務割の

見直し等をして労働条件の改善をしてもらいたい。 

   是非、適正な台数を検討していただき、労働条件の改善をしていた

だきたい。 

   なお、資質の向上も最も大事であると思うので、徹底した運転者教

育も推進して欲しい。 

   従って、適正な台数の検討なくして、労働条件の改善も達成できな

いと思う。 

 

西村会長 

   今後、以上のような意見を大事にして、労使ともに共通認識をもっ

ていただき、改善をしていただきたい。 

   ほかに意見もないようなので、「２．地域計画の目標」に進むことと

する。 

 

事務局 

資料 9 の「２.地域計画の目標」について説明。 

 

西村会長 

    とくに意見もないようなので、次に「３．実施主体に関する事項」



に進むこととする。 

 

事務局 

資料9の「３．実施主体に関する事項」について説明。 

 

西村会長 

   事務局より「３．実施主体に関する事項」について説明があったが、

この「実施主体に関する事項」は先ほど説明があった、「地域計画の

目標」を達成するための「特定事業」や「その他の事業」を項目別に

分類し、その実施主体を明示したものである。 

   特定事業とはタクシー事業者が実施主体となり、「特定事業」の中

から、実施できる事業を抽出して、「特定事業計画」を策定し国土交

通大臣の認定を受け、実施することになっている。 

    その他事業については、実施主体とされた者が実施時期を勘案し、

事業を行うこととなる。 

   この地域計画・特定事業計画を進めて行くにあたり、関係行政機関・

自治体或いは関係団体等の協力・支援が不可欠であることは言うまで

もない。また、事業内容によって、実施期間が定められているので、

この点も含め、議論いただきたい。 

   

瀬戸山委員 

   適正な運賃競争への対策のところへ、是非、掛け合い運賃が横行し

ているので、「掛け合い運賃の禁止」を挿入して欲しい。 

 

事務局  

   認可運賃に基づき、メーター料金があるので、そのことには、今後

とも厳格に対応していきたい。 

 

瀬戸山委員 

   本計画案の一覧表に是非、「最低賃金の遵守」の表現を挿入して欲し

い。 

 

事務局 

   最低賃金については、法的に決まりがあり、当然のことであるから、

ことさら表現していない。 

 

松本委員 

   最低賃金法があり、当然のことではあるが、別に表現することにつ

いては、差し支えないと思う。 

 

西村会長 

   ただいま、審議いただいた「鹿児島市タクシー特定地域協議会地域



計画（案）」について、一部修正意見もあったので、次回協議会で修

正案をご呈示し、承認いただくということにして、本日は、これをも

って終了とさせていただく。 

  

事務局 

次回の第３回協議会については、本日頂いた意見を元に「地域計画」

の修正案として提案したいと考えている。 

また、年度末の忙しい時期でもあるので、次回は４地区合同協議会

の方向で、日程調整させて頂きたいと考えているので、ご協力の程、

よろしくお願いしたい。 

 

  西村会長 

次回は日程的にも、かなり厳しくなると思うので、各委員の皆様方

には、今後の協議会運営について、よろしくお願いしたい。 

 

４．閉 会 

事務局 

   これをもって、「第２回鹿児島市タクシー特定地域協議会」を終了す

る。 


